
どんな取組が対象？
こども食堂など、身近な地域におけるこども
の居場所づくりを目的とした取組が対象とな
ります。主な要件は以下のとおりです。
・年４回以上開催していること。
・参加費が無料または低廉であること。
・活動内容を事前に周知・公表していること。

秋田市内で地域のこども食堂を開催する皆様へ

※詳細については、秋田市ホームページに掲載している
「募集案内」「交付要綱」を必ずご確認ください。

秋田市

こども食堂支援事業費補助金

補助金額は？
１回開催につき１万円
(１か所年間上限12万円)

申請期間は？
令和８年４月１日（水）～令和８年５月２９日（金）

秋田市こども食堂支援事業費補助金 検索

«問い合わせ»

秋田市子ども未来部子ども福祉課(給付・支援担当)
電話 ：018-888-5690
Ｅ-mail：ro-chab@city.akita.lg.jp

https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/kosodate/1050403.html

こども食堂の
開催回数を
増やしたい

こども食堂の
活動資金が
足りない



こども食堂支援事業費補助金の概要

取組の
対象期間

令和８年４月１日～令和９年３月１５日

対象となる
経費

食材費や消耗品費などこども食堂の実施に要する経費

交付までの
流れ

（太枠：申請者、細枠：市）

提出が必要な
申請書類

①補助金交付申請書（様式第１号）
②事業計画書(様式第２号)
③収支予算書(様式第３号)(見積書等がある場合は添付)
④団体等構成員名簿(様式第４号)                
⑤団体等の規約、定款その他これらに類する書類

申請書類の
入手方法

子ども福祉課窓口（本庁舎２階）で配布しているほか、秋田市
ホームページからダウンロードいただけます。
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/kosodate/1050403.html

申請書類の
提出先

E-mail、郵送または電子申請で、事務局へご提出ください。
事 務 局：秋田市子ども福祉課
Ｅ-mail：ro-chab@city.akita.lg.jp
郵 送：〒010-8560

秋田市山王一丁目１番１号
電子申請：以下のURLまたは二次元コードから読み込み、

電子申請システムにアクセスしてください。
https://ttzk.graffer.jp/city-akita/smart-apply/apply-
procedure-alias/kodomosyokudo
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※余剰金が発生する場合は返還していただきます。


